
ごみステーションの利用について 
 

《ごみステーションについて》 

○一般廃棄物（家庭系ごみ※）を排出及び収集するために一時的に集積する場所です。常に

ごみがある状態は、周辺環境の悪化に繋がりますので適切な管理をお願いします。                    

（*家庭系ごみ…一般家庭の日常生活で生じたごみ） 

○現在高松市には、８３００か所以上のごみステーションがあります。ごみステーション

の増加は、収集効率の低下を招くため、設置には一定の戸数要件を定めて承認していま

す。新規利用希望者の受入れなど、できる限り共同での利用に努めるよう御協力お願いし

ます。 

 

《利用者の責務》 

○ し、排出時には して排出しなければならない。 

○決められた し、 しなければならない。 

○他の利用者と協力して しなければならない。 

○ に努めなければならない。 

 

《管理者の責務》 

○利用者に対して、 しなければならない。 

○ごみステーションの清掃当番を決めるなど、 しなければならない。 

○利用者がごみの排出を適正に行わない場合は、 を講じなければならない。 

 

《注意事項》 

○高松市では適切なごみの排出を推進するため、不適物警告シール 

を活用しております。

。

○交通状況等により収集時間、ルートを変更する場合がありま 

すので、 。 

○収集時間の指定はできません。 

『不適物警告シール見本』 


